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外部証拠の重要性が示された Teva事件後の CAFC判決 
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１. はじめに 

Teva 事件の米国連邦最高裁判所判決（Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 135 S. Ct. 

831, 838 (2015)）において、クレーム解釈自体は法律問題であるので、CAFCはde novoで審理

する（de novo review）が、連邦地方裁判所のクレーム解釈に含まれる事実問題については、連

邦地方裁判所による事実認定に”clear error”が存在した場合にのみ、CAFCはde novoで審理すべ

き旨が判示されました。 

 

つまり、連邦地方裁判所によるクレーム解釈を審理する場合であって、連邦地方裁判所による

クレーム解釈が外部証拠に基づいて行われたものである場合、外部証拠の認定については、clear 

errorが存在した場合にのみ、CAFCは、de novoでクレーム解釈をします。 

 

一方、内部証拠は、一般に、クレームの通常の意味を理解する際に、その理解の方向を決定づ

ける重要な情報です。それゆえ、CAFC は、クレーム解釈に関する控訴事件を内部証拠に基づ

いて de novoでクレーム解釈をすることが一般的です。このような中、外部証拠の重要性が示さ

れた CAFC判決があります。これについて、以下に説明します。 
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